
   社 会 福 祉 法 人 真 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 生 活 困 窮 者  

自 立 相 談 支 援 事 業 実 施 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 社 会 福 祉 法 人 真 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 （ 以 下

「 本 会 」 と い う 。 ） が 受 託 す る 真 岡 市 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業

実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ７ 年 真 岡 市 告 示 第 ６ ７ 号 ） に 規 定 す る 真 岡 市

生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い う 。 ） を 円 滑

に 行 う た め 、 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 事 業 の 目 的 ）  

第 ２ 条  こ の 事 業 は 、 市 内 に 居 住 す る 者 で 、 現 に 経 済 的 に 困 窮 し 、

又 は 最 低 限 度 の 生 活 を 維 持 す る こ と が で き な く な る お そ れ の あ

る 者 （ 以 下 「 支 援 対 象 者 」 と い う 。 ） が 困 窮 状 態 か ら 早 期 に 脱

却 す る こ と を 支 援 す る こ と に よ り 、 支 援 対 象 者 の 社 会 的 及 び 経

済 的 自 立 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 設 置 場 所 及 び 名 称 ）  

第 ３ 条  本 会 内 に 自 立 相 談 支 援 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い

う 。 ） を 設 置 し 、 こ の 事 業 を 実 施 す る 。  

 （ 開 所 日 及 び 開 所 時 間 ）  

第 ４ 条  セ ン タ ー の 開 所 日 及 び 開 所 時 間 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ( 1 )  開 所 日  月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で と す る 。 た だ し 、 国 民 の 祝

日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休

日 及 び １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。  

 ( 2 )  開 所 時 間  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で と す る 。  

２  本 会 会 長 （ 以 下 「 会 長 」 と い う 。 ） が 必 要 と 認 め る と き は 、



前 項 に 定 め る 開 所 日 及 び 開 所 時 間 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

 （ 実 施 方 針 ）  

第 ５ 条  こ の 事 業 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 方 針 に 基 づ き 実 施 す る も

の と す る 。  

 ( 1 )  支 援 対 象 者 の 尊 厳 を 重 ん じ 、 そ の 意 思 を 十 分 に 尊 重 し 、 信

頼 関 係 を 築 い た 支 援  

 ( 2 )  支 援 対 象 者 が 地 域 社 会 と つ な が り を 持 ち 、 社 会 参 加 す る こ

と が で き る よ う な 支 援  

 ( 3 )  支 援 対 象 者 の 困 窮 状 態 に 常 に 留 意 し た 支 援  

 （ 事 業 の 内 容 ）  

第 ６ 条  こ の 事 業 で は 、 前 条 の 実 施 方 針 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。  

 ( 1 )  包 括 的 か つ 継 続 的 な 相 談 支 援  

 ( 2 )  関 係 機 関 ・ 関 係 者 の ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築  

 ( 3 )  社 会 資 源 の 活 用 及 び 開 発  

 ( 4 )  そ の 他 目 的 達 成 に 必 要 な 事 項  

 （ 職 員 の 配 置 ）  

第 ７ 条  こ の 事 業 を 実 施 す る た め 、 次 の 職 員 （ 以 下 「 相 談 支 援 員

等 」 と い う 。 ） を 配 置 す る 。  

 ( 1 )  主 任 相 談 支 援 員  

 ( 2 )  相 談 支 援 員  

 ( 3 )  就 労 支 援 員  

２  相 談 支 援 員 等 は 、 本 会 職 員 の 中 か ら 会 長 が 指 名 す る 。  

（ 相 談 支 援 員 等 の 業 務 )  



第 ８ 条  相 談 支 援 員 等 は 、 支 援 対 象 者 に 対 し て 、 個 別 的 か つ 包 括

的 、 継 続 的 に 相 談 面 接 、 関 係 機 関 へ の 同 行 及 び 居 宅 訪 問 を 行 う

も の と す る 。  

（ 支 援 の 記 録 等 )  

第 ９ 条  相 談 支 援 員 等 は 、 国 で 定 め ら れ た 自 立 相 談 支 援 機 関 使 用

標 準 様 式 （ 以 下 「 標 準 様 式 」 と い う 。 ） を 用 い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 書 類 を 作 成 す る も の と す る 。  

 ( 1 )  相 談 受 付 ・ 申 込 票  

 ( 2 )  イ ン テ ー ク ・ ア セ ス メ ン ト シ ー ト  

 ( 3 )  支 援 経 過 記 録 シ ー ト  

 ( 4 )  支 援 ケ ー ス 一 覧  

（ 支 援 プ ラ ン の 作 成 等 )  

第 １ ０ 条  相 談 支 援 員 等 は 、 支 援 対 象 者 に 対 す る 今 後 の 目 標 実 現

に 向 け て 取 り 組 む べ き こ と 及 び 支 援 内 容 を 記 載 し た 標 準 様 式 の

プ ラ ン 兼 事 業 等 利 用 申 込 書 （ 以 下 「 支 援 プ ラ ン 」 と い う 。 ） を

支 援 対 象 者 と 協 働 で 作 成 す る も の と す る 。  

２  相 談 支 援 員 等 は 、 支 援 プ ラ ン の 素 案 を 作 成 し た 場 合 は 、 次 条

に 規 定 す る 支 援 調 整 会 議 に お い て 意 見 を 求 め 、 必 要 に 応 じ て 修

正 し 、 真 岡 市 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

３  相 談 支 援 員 等 は 、 相 談 支 援 を 開 始 し て か ら ６ か 月 後 又 は 支 援

プ ラ ン の 見 直 し が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は 、 新 た に 支 援 プ ラ ン を

作 成 し 、 再 度 支 援 調 整 会 議 に お い て 意 見 を 求 め る も の と す る 。  

（ 支 援 調 整 会 議 )  

第 １ １ 条  支 援 プ ラ ン の 内 容 等 必 要 な 検 討 を 行 う た め 、 支 援 調 整



会 議 を 設 置 す る も の と す る 。  

２  支 援 調 整 会 議 の 運 営 に 関 す る 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 （ 支 援 の 終 了 ）  

第 １ ２ 条  支 援 対 象 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、

相 談 支 援 を 終 了 す る も の と す る 。  

 ( 1 )  就 職 等 に よ り 生 活 が 安 定 し た と き 。  

 ( 2 )  関 係 機 関 へ 引 き 継 が れ た と き 。  

 ( 3 )  死 亡 し た と き 。  

 ( 4 )  そ の 他 支 援 の 継 続 が 困 難 と な っ た と き 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


